
（3）館林市議会だより　　　（ 31. 2. 1 ）

も
の
に
つ
い
て
の
手
続
が
合
理

化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
新
た
な

認
定
申
請
の
追
加
及
び
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
な
ど
の
国
際
的
な
大
会

に
お
け
る
仮
設
興
行
場
に
つ
い

て
、
１
年
を
超
え
る
許
可
が
可

能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
新
た

な
許
可
申
請
を
追
加
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
国
家
公
務
員
及
び
群
馬

県
職
員
の
給
与
改
定
並
び
に
人

事
院
規
則
の
改
正
を
踏
ま
え
、

本
市
一
般
職
の
職
員
の
給
料
月

額
を
、
初
任
給
及
び
若
年
層
に

重
点
を
置
い
て
平
成
30
年
４
月

１
日
に
遡
及
し
て
平
均
０
・
２

％
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
宿
日
直

手
当
の
額
を
平
成
30
年
４
月
１

日
に
遡
及
し
て
２
０
０
円
引
き

上
げ
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
12
月
期
の

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
０
・

05
月
分
引
き
上
げ
、
平
成
31
年

度
以
降
に
つ
い
て
は
、
６
月
期

及
び
12
月
期
の
期
末
勤
勉
手
当

が
均
等
に
な
る
よ
う
配
分
す
る

も
の
で
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
本
市
一
般
職
の

任
期
付
職
員
に
つ
い
て
も
、
国

家
公
務
員
等
の
例
に
よ
り
所
要

の
改
正
を
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
特
別
職
の
職
員
の
期

末
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
本

市
職
員
の
期
末
勤
勉
手
当
の
改

定
に
準
じ
て
、
平
成
30
年
12
月

期
に
支
給
す
る
特
別
職
の
期
末

手
当
の
支
給
月
額
を
０
・
05
月

分
引
き
上
げ
、
平
成
31
年
度
以

降
に
つ
い
て
は
、
６
月
期
と
12

月
期
の
期
末
手
当
が
均
等
に
な

る
よ
う
配
分
す
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
館
林
市
斎
場
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
＝
老
朽
化
し
た

館
林
市
斎
場
施
設
を
安
定
的
に

運
転
管
理
し
て
い
く
た
め
の
専

門
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
、

個
別
業
務
を
一
括
管
理
す
る
こ

と
に
よ
る
施
設
管
理
水
準
の
向

上
な
ど
を
図
る
た
め
、
斎
場
に

お
け
る
指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
に
伴
い
、
５
名
で
構
成
す

る
館
林
市
斎
場
指
定
管
理
者

選
定
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、

「
た
て
ば
や
し
斎
苑
管
理
グ
ル

ー
プ
」
を
指
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
指
定
期
間
は
、
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら
３
年
間
と

な
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
の
選
定
に
際
し

て
は
、
選
定
委
員
会
を
２
回
開

催
し
、
応
募
の
あ
っ
た
４
事
業

者
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
提
案
価

格
」及
び「
提
案
内
容
」
に
基

づ
き
、
斎
場
と
い
う
特
殊
な
業

務
で
あ
る
こ
と
や
、
将
来
に
わ

た
っ
て
火
葬
を
中
心
と
し
た
業

務
が
安
全
か
つ
確
実
に
運
営
で

き
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
評

価
を
行
う
ほ
か
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
内
容
を
審
査

し
た
結
果
、
最
高
評
点
を
獲
得

し
、
他
市
に
お
い
て
も
斎
場
の

指
定
管
理
実
績
の
あ
る
２
事
業

者
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
同
グ

ル
ー
プ
を
斎
場
の
指
定
管
理
者

に
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治

法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議

決
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
障
が
い
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て
＝
館
林
市
障
が
い
者

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
現
指
定

管
理
者
の
指
定
期
間
が
平
成
31

年
３
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
す

る
こ
と
に
伴
い
、
７
名
で
構
成

す
る
館
林
市
障
が
い
者
総
合
支

援
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
選
定

委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
引

き
続
き
「
社
会
福
祉
法
人
群
馬

県
社
会
福
祉
事
業
団
」
を
指
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
指
定

期
間
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日

か
ら
５
年
間
と
な
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
の
選
定
に
際
し

て
は
、
選
定
委
員
会
を
３
回
開

催
し
、
応
募
し
た
３
法
人
か
ら

の
提
案
書
に
基
づ
き
、
運
営
面

で
の
基
本
方
針
の
実
現
性
や
サ

ー
ビ
ス
提
供
内
容
の
水
準
、
実

施
体
制
な
ど
、
障
が
い
者
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
の
円
滑
な
運
営

や
利
用
者
の
福
祉
向
上
に
資
す

る
き
め
細
か
い
提
案
が
な
さ
れ

て
い
る
か
に
つ
い
て
の
書
類
審

査
の
ほ
か
、
公
開
型
の
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ヒ
ア
リ
ン
グ

等
の
内
容
を
評
価
・
採
点
し
た

結
果
、
法
人
と
し
て
の
運
営
方

針
や
各
事
業
に
お
け
る
独
自
性

の
取
り
組
み
な
ど
、
優
れ
た
提

案
を
し
た
同
事
業
団
を
同
セ
ン

タ
ー
の
指
定
管
理
者
に
指
定
す

る
た
め
、
地
方
自
治
法
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め

ら
れ
た
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
市
道
１
級
14
号
線
の
路
線
認

定
に
つ
い
て
＝
国
道
１
２
２
号

館
林
明
和
バ
イ
パ
ス
の
開
通
に

伴
い
、
旧
道
区
間
と
な
る
国
道

１
２
２
号
の
一
部
に
つ
い
て
、

群
馬
県
か
ら
管
理
を
引
き
継
ぐ

た
め
、
新
た
に
路
線
を
認
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
市
道
３
３
６
５
号
線
の
路
線

認
定
に
つ
い
て
＝
民
間
の
開
発

行
為
に
よ
り
加
法
師
町
地
内
に

新
設
さ
れ
た
路
線
を
認
定
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
市
道
５
４
７
２
号
線
ほ
か
１

路
線
の
路
線
認
定
に
つ
い
て
＝

指定管理者制度を導入する市斎場


